
公益財団法人 福井県健康管理協会個人情報保護取扱規程  

 

（目的）  

第１条 この要綱は、公益財団法人 福井県健康管理協会（以下「当協会」という。）におけ

る個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、当協会の事務および事業の

適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。  

（定義）  

第２条 この規程において「個人情報」とは、個人に関する情報（事業を営む個人の当該事

業に関する情報および法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の

役員に関する情報を除く。）であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報

と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をい

う。  

２ この規程において「管理文書」とは、当協会の役員または職員（以下「職員等」という。）

が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同

じ。）であって、当協会が管理しているものをいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。  

一 ６か月以内に消去することとなる記録情報のみを記録するもの  

二 資料その他の物品もしくは金銭の送付または業務上必要な連絡のために利用する記録

情報を記録したものであって、送付または連絡の相手方の氏名、住所その他の送付また

は連絡に必要な事項のみを記録したもの  

三 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他の不特定のものに販売することを目的と

して発行されるもの  

３ この規程において「本人」とは、個人情報から識別され、または識別され得る個人をい

う。  

４ この規程において「個人情報管理責任者」とは、事務局長の職にある者であって、個人

情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有するものをいう。  

５ この規程において「個人情報管理者」とは、個人情報管理責任者によって指定された者

であって、所属の個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有するものを

いう。  

（収集の制限）  

第３条 個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務または事業の目的

を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集するもの

とする。  

２ 個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次のいずれかに該

当するときは、この限りでない。  

一 本人の同意があるとき。  

二 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。  



三 国または地方公共団体から収集する場合で、業務上やむを得ないと認められるとき。  

四 前各号に掲げる場合のほか、本人以外の者から収集する場合で、業務上やむを得ない

と認められるとき。  

（利用および提供の制限）  

第４条 当協会は、個人情報を取り扱う事務または事業の目的以外の目的のために個人情報

を自ら利用し、または当協会以外のものに提供しないものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、当協会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

個人情報を取り扱う事務または事業の目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、ま

たは当協会以外のものに提供することができるものとする。  

一 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき。  

二 法令等に基づくとき。  

三 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。  

四 当協会内で利用する場合または地方公共団体に提供する場合で、業務上必要な限度に

おいて使用し、かつ、使用することに正当な理由があると認められるとき。  

五 学術研究の目的のために提供するとき。  

六 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他正当な理由があると認められるとき。 

３ 当協会は、前項の規定により個人情報を自ら利用し、または当協会以外のものに提供す

るときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないよう努めるものとする。  

４ 当協会は、当協会以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認める

ときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的もしくは使用方法の制限そ

の他必要な制限を付し、または個人情報の保護のために必要な措置を講ずることを求める

ものとする。  

（電子計算機等の結合による提供の制限）  

第５条 当協会は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合（当協会以外のも

のが当協会の保有する個人情報を随時入手し得る状態にするものに限る。）により、個人情

報を当協会以外のものに提供しないものとする。ただし、法令等に基づくとき、または公

益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められると

きは、この限りでない。  

２ 前項ただし書の場合において使用する電子計算機その他の情報機器は、当協会内に設置

する情報通信網に接続されている電子計算機その他の情報機器以外のものであって、個人

情報管理責任者が適当と認めたものに限るものとする。  

（適正管理）  

第６条 当協会は、その保有する個人情報の漏えい、滅失および毀損の防止その他の個人情

報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

２ 当協会は、個人情報を取り扱う事務または事業の目的を達成するために必要な範囲内で、

その保有する個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めるものとする。  

３ 当協会は、保有する必要がなくなった個人情報を含む管理文書については、確実にかつ



すみやかに廃棄し、または消去するものとする。  

（職員等の義務）  

第７条 当協会の職員等または職員等であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他

人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。  

（委託に伴う措置等）  

第８条 個人情報を取り扱う事務または事業の全部または一部を当協会以外のものに委託す

るときは、職員は、個人情報管理者と協議し、許可を受けなければならない。  

２ 職員は、前項の規定により委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を受け

たものが個人情報の保護のために講ずるべき措置を明記するものとする。  

 

（個人情報の開示）  

第９条  当協会は、本人から、当協会の個人情報を取り扱う事務または事業（当協会の職

員等または職員等であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務を除く。）に係る

管理文書に記載されている自己を本人とする個人情報の開示申出があったときは、本人に

対し、個人情報を開示するものとする。  

２ 未成年者または成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者または成年被後見人に代わ

って開示申出をすることができるものとする。ただし、本人が反対の意思を表示したとき

は、この限りでない。  

３ 本人が開示申出することができないやむを得ない理由があると認められる場合には、法

定代理人または法定代理人以外の代理人によって開示申出をすることができるものとする。 

（開示申出の方法）  

第１０条 開示申出は、当協会に対して、次に掲げる事項を記載した書面（以下「個人情報

開示申出書」という。）を提出するものとする。  

一 開示申出をする者の氏名および住所または居所（法人にあっては、名称および代表者

の氏名ならびに主たる事務所の所在地）  

二 代理人が開示申出をする場合にあっては、本人の氏名および住所ならびに本人が開  

示申出をすることができないやむを得ない理由  

三 管理文書の名称その他の開示申出に係る個人情報を特定するために必要な事項  

２ 当協会は、開示申出をしようとする者に対して、自己が当該開示申出に係る個人情報の

本人またはその代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、または提示を求

めるものとする。  

（開示申出に対する決定等）  

第１１条 当協会は、開示申出に係る個人情報の全部または一部を開示するときは、その旨

の決定をし、開示申出者に対し、その旨および必要な事項を書面により通知するものとす

る。  

（開示の実施）  

第１２条 個人情報の開示は、前条の規定による通知により当協会が指定する日時および場



所において行うものとする。  

２ 個人情報の開示は、当該個人情報が、文書または図面に記録されているときは閲覧（当

該文書または図面の保存に支障を生ずるおそれのあるものを除く。）または写しの交付によ

り、電磁的記録に記録されているときは別に定める方法により行うものとする。  

（開示申出等の特例）  

第１３条 個人情報について、本人が開示申出をしようとするときは、第９条の規定にかか

わらず、口頭によりすることができるものとする。  

２ 当協会は、前項の規定により口頭による開示申出をしようとする者に対し、自己が当該

開示申出に係る個人情報の本人であることを証明するための必要な書類（運転免許証、旅

券等）の提示を求めるものとする。  

３ 当協会は、第１項の規定により口頭による開示申出があったときは、直ちに開示するも

のとする。  

（手数料）  

第１４条 個人情報の開示を受けた者は、１枚（Ａ４版片面）につき５０円を納付しなけれ

ばならない。  

（個人情報の訂正の申出ができる者）  

第１５条 何人も、個人情報の開示を受けた自己を本人とする個人情報に事実の誤りがある

と認めるきは、その訂正（追加および削除を含む。以下同じ。）の申出（以下「訂正申出」

という。）をすることができる。  

２ 第８条第２項および第３項の規定は、訂正申出について準用する。  

（個人情報の訂正申出の方法）  

第１６条 訂正申出は、申出人の氏名、住所、訂正を求める内容、訂正を求める内容が合致

することを証明する書類その他必要事項を記載した書面を提出するものとする。  

２ 第９条第２項の規定は、訂正申出について準用する。  

（個人情報の訂正等）  

第１７条 当協会は、訂正申出があったときは、訂正申出に係る個人情報について当協会に

訂正の権限がないときその他訂正をしないことにつき正当な理由があるときを除き、当該

個人情報の訂正をするものとする。  

２ 前項の規定により、訂正申出に係る個人情報の全部または一部の訂正をするときは、そ

の旨の決定をし、当該個人情報の全部または一部の訂正をした上、訂正申出をした者に対

し、その旨を書面により通知するものとする。  

３ 第１項の規定により、訂正申出にかかる個人情報の全部の訂正をしないときは、訂正を

しない旨の決定をし、訂正申出をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。  

（是正の申出ができる者）  

第１８条 何人も、当協会が行う自己を本人とする個人情報の取扱いが第３条から第６条ま

でおよび第８条の規定に違反していると認めるときは、当協会に対し、その取扱いの是正

の申出（以下「是正申出」という。）をすることができる。  



２ 第９条第２項および第３項の規定は、是正申出について準用する。  

（是正申出の方法）  

第１９条 是正申出は、申出人の氏名、住所、是正を求める理由および内容その他必要事項

を記載した書面を提出するものとする。  

２ 第９条第２項の規定は、是正申出について準用する。  

（是正申出に対する措置）  

第２０条 当協会は、是正申出があったときは、すみやかに必要な調査を行い、当該是正申

出に対する処理を行い、その内容を是正申出をした者に対し、書面により通知するものと

する。  

（その他）  

第２１条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。  

 

   附 則  

（施行期日）  

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。  



個 人  情 報 開 示  申 出 書  

年  月  日  

 

公益財団法人福井県健康管理協会理事長 殿  

 

郵 便  番 号  

住所（居所）  

氏    名  

電 話  番 号  

                

公益財団法人福井県健康管理協会個人情報取扱規程第９条第１項の規定により、次のとお

り個人情報の開示を申出します。  

開示申出に係る個人情報の内容   

開示申出に係る管理文書の名称   

開 示 の 実 施 方 法  

（希望する開示方法の□内にレ印を記

入してください。） 

□ 閲覧・聴取・視聴  

□ 写し等の交付  

 

（代理人記入欄）代理人が申出する場合は、次の欄にも記入してください。  

本  人  の  氏  名   

 

本人の住所および電話番号  

（郵便番号    ―      ）  

 

（電話番号           ）  

本  人  の  区  分  □未成年者 □成年被後見人 □その他  

本人が開示申出できないやむを得

ない理由  

（法定代理人以外の代理人のみ記入） 

 

記入上の注意 

１ 本人が申出する場合には、運転免許証、旅券その他本人であることを証明するために必要な書類を提

出し、または提示してください。 

２ 法定代理人その他の代理人が申出する場合には、上記１の書類および代理人の資格を証明するために

必要な書類を提出し、または提示してください。 

※ 印の欄には、記入しないでください。 

※ 本人または代理人の確認  □運転免許証 □旅券 □その他（        ） 

※ 代理人の資格確認  □戸籍謄本 □その他（             ） 

※ 担 当 課・備 考   



個 人  情 報 開 示  決 定 通 知 書  

 

第       号  

年  月  日  

 

                    殿  

 

公益財団法人福井県健康管理協会  

理事長           印  

 

年  月  日付けで申出のあった個人情報の開示について、公益財団法人福井県

健康管理協会個人情報取扱規程第１０条の規定により、次のとおり個人情報の全部（一部）

を開示することを決定したので通知します。  

開示申出に係る個

人情報の内容  

 

一部を開示をしな

い部分  

 

 

一部を開示しない

理由  

 

 

 

開示の実施の方法  

 

 

□閲覧  □写しの交付 □その他（             ）  

 

開 示  の 日 時  

 

 午前  

   年  月  日       時   分から  

 午後  

開 示  の 場 所   

担  当  課             （電話番号             ）  

備     考   

注意事項  

１ 本人が開示申出を受ける際には、この通知を職員に提示するとともに、運転免許証、旅

券その他本人であることを証明するために必要な書類を提出し、または提示してください。 

２ 代理人が開示を受ける際には、代理人に係る上記１の書類および代理人の資格を証明す

るために必要な書類を提出し、または提示してください。  

３ 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ担当課へ連絡してください。  


